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「長井市こども計画」（案）のパブリックコメント結果について 

 

1 公募期間  令和８年２月２7日（金）から令和８年３月１２日（木） 1４日間 

2 公表場所  市ホームページ、子育て推進課 

3 周知方法  市報（3/1 号）、市ホームページ、保育施設・学童クラブでの掲示、 

          市立小中学校保護者宛に文書配布 

4 提出方法  意見書様式に意見などを記入の上、子育て推進課に持参、郵送、 

ファックス又は電子メールにて提出 

 

５ 公募結果  提出 1件 
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パブリックコメントに寄せられたご意見 

 

 

ご意見に対する市の考え 

ご 意 見 

以前、南陽市に住んでおりました。 

長井に引越してきましたが、南陽市の方が子育て支援が充実していて、子育てしやすかったなぁと感じて

います。近隣市町村なので、ぜひ同じような取り組みをしていただけたら嬉しいです。 

いくつか挙げますと 

① 3人っ子ハッピーサポート事業 

多子家庭の支援です。長井市の場合、上の子 2人が就学すると3人目の子は 1人目とカウントされ

てしまい3人目の恩恵は何も受けられません。保育料も満額です。歳の離れた兄弟であっても、3人

目は3人目、4人目は4人目です。多子家庭への支援があってもいいのかなと思います。 

② 放課後子供教室 

学童クラブに入ってない子でも、放課後学校で友達やボランティアの方々と一緒に過ごすことがで

きる取り組みです。昨今、熊の出没や猛暑などで登下校も大変な状況が続いており、子ども達が安心

して過ごすことのできる場所の確保が急務となっております。 

長井市がさらに子育てしやすいまちになることを願っております。 

 

市 の 考 え 

ご意見ありがとうございます。いただいたご意見について下記のとおりご回答いたします。 

①多子家庭への支援について 

本市では、３人目以降の保育料について、国の制度に基づいた支援を実施しておりますが、全体の保

育料を国が定める基準よりも低い水準となるよう設定し、保護者の負担軽減を図っております。 

子育て世代の経済的負担の軽減については、こども計画の基本目標３「すべてのこどもの成長と安

定した生活の支援体制づくり」の基本施策(３)「子育て世代の経済的負担の軽減」で具体的な施策を展

開する中で、いだいたご意見や国の動向、本市の財政状況を勘案しながら、さらなる検討を進めてまい

ります。 

②放課後子ども教室について 

本市では、市内すべての地域で「放課後子ども教室」を月１回を目安に実施しており、学童クラブを利

用している児童も利用していない児童も、各地区で実施される様々な体験活動に参加できます。また

本市では、休日にどの地区からでも参加ができる「土曜らんど」を各地区で開催しており、多様な体験

活動の機会の充実と休日の居場所づくりを図っています。 

放課後子ども教室を含めたこどもの居場所づくりは、こども計画の基本目標４「地域や社会で子育て

を支えるまちづくり」の基本施策(1)「こどもの居場所づくり」で具体的な施策を展開する中で、今後

も、地域の皆様のご協力をいただきながら、事業の充実に努めてまいります。 


